
教育委員会組織について

保健給食課

学校教育課

総務課

附属機関（審議会）等

社会教育委員会議

青少年健全育成審議会

公民館運営審議会（直営16館）

交流センター運営会議（直営４館）

運営会議等（指定管理館９館）

図書館協議会

計 画

長野市教育振興基本計画（策定中）

長野市生涯学習推進計画（策定中）

長野市子ども読書活動推進計画

（長野市図書館基本計画）

家庭・地域学びの課

生涯学習センター

少年育成センター

公民館 23館

交流センター ６館

長野図書館

南部図書館



交流センターについて

交流センター公民館項目

・地域づくりに関する活動
・社会福祉に関する活動
・生涯にわたる学習活動

（内容によっては使用料が発生）

主に社会教育事業利用目的

地方自治法
⾧野市交流センターの設置及び管理に関する条例

社会教育法
⾧野市立公民館条例根拠法令等

入場料を徴収しない活動：無料
入場料を徴収する活動や営利活動：有料

社会教育目的：無料
社会教育目的以外：有料

使用料

１時間単位
１人からの利用も可（有料）

区分は午前・午後・夜間
概ね５人以上のグループ利用時間

交流センターは、「公民館」への地域・住民ニーズの多様化の対応として、

「社会の変化に対応した、住民の使いやすい施設、引き続き社会教育や生涯

学習が推進できる施設」を目指して、Ｈ２８に検討が始まりました。

Ｒ１に交流センター条例を設置し、モデル館として４館を移行し、その後

２館が加わり、現在６館を交流センターとして運営しています。



公民館・交流センターの設置状況 本館29館・分館27館

※（ ）は分館数

城山(2)、中部(1)、古牧・三輪・古里
浅川・大豆島・朝陽・松代(7)・若穂(3)
更北(3)・七二会・戸隠・⿁無里(2)
大岡・信州新町

市直営公民館 16館 (分館18館） 指定管理公民館 ７館 (分館3館）

芹田・吉田・若槻・安茂里

芋井・川中島(3)・信更

市直営交流センター ４館

柳原・小田切・豊野・中条

指定管理交流センター ２館
(分館６館)

篠ノ井(6)・⾧沼（休止中）

各公民館・交流センターにおいて、講座等の開催や貸館の事業を実施しています。


